
審査基準 

  

道路に関する基準 

 

道路の平面交差点の交差角は、直角又は直角に近い角度とし、交差部に設けるすみ切長さは次表

に示す値を基準とする。やむを得ず交差角が直角と著しく相違する場合、その他特別の理由ある場

合は個々の交差点毎に決定するものとする。 

 

〔道路交差部のすみ切〕 ※道路幅員は有効幅員とする。    （単位：ｍ） 
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